
平成３０年度福祉サービス運営適正化委員会事業報告書（概要） 

〔苦情解決部会〕 
 

１ 苦情解決部会（開催回数：６回） 
   福祉サービスに関する利用者等からの苦情に対し、適切な解決を図ることを目

的に開催した。また、苦情相談への対応として、必要に応じて事業所への事情調

査を実施し、指導助言を行った。 

 

２ 苦情相談等の状況 
   平成３０年度（平成３０年４月から平成３１年３月末まで）の相談等の受付件

数は、総数１９４件（うち苦情相談が９５件、問い合わせ等が９９件）であった。 

   相談方法は、電話によるものが最も多く１５８件、来所相談は３１件、書面（手

紙・FAX・電子メール）による相談は５件であった。 

表１ 相談方法別件数 

来 所 電 話 書面（手紙・ＦＡＸ・電子メール） 合 計 

３１件 １５８件 ５件 １９４件 

開 催 日 
（開催回数） 

出席 
委員数 

議  題 

５月２３日 

(第１０８回) 
６人 

① 苦情相談の現況（受付状況等）について 

② 苦情解決事案（３月～４月）について 

③ 平成２９年度 山口県福祉サービス運営適正化委員会事

業報告について 

７月１２日 

(第１０９回) 
７人 

① 苦情相談の現況（受付状況等）について 

② 苦情解決事案（５月～６月）について 

９月２５日 

(第１１０回) 
８人 

① 苦情相談の現況（受付状況等）について 

② 苦情解決事案について 

③ 平成３０年度 福祉サービス苦情解決責任者研修会に

ついて 

１１月２７日 

(第１１１回) 
８人 

① 苦情相談の現況（受付状況等）について 

② 苦情解決事案（９月～１０月）について 

１月２５日 

(第１１２回) 
７人 

① 苦情相談の現況（受付状況等）について 

② 苦情解決事案（１１月～１２月）について 

３月 ５日 

(第１１３回) 
６人 

① 苦情相談の現況（受付状況等）について 

② 苦情解決事案（１月～２月）について 

③ 平成３１年度 山口県福祉サービス運営適正化委員会事

業計画（案）について 

④ 平成３０年度 福祉サービス苦情受付担当者研修会につ

いて（報告） 



 

表２ 相談内容別、申出人別ごとの受付状況   （平成 30年 4月～平成 31年 3月） 

申出人属性 

相談内容 
利用者 家族 代理人 職員 その他 合計 

苦

情 

等

相

談 

 

苦

情

内

容 

サービスの内容（職員の接遇） 20 24  1  45 (40) 

サービスの内容（質や量） 5 10 1   16 ( 6) 

説明・情報提供 2 3    5 (11) 

利用料  1    1 ( 2) 

被害・損害 3 3  3  9 ( 6) 

権利侵害  1    1 ( 3) 

その他 8 8   2 18 (23) 

一般相談（福祉サービス以外）      0 ( 0) 

小    計 38 50 1 4 2  95(91) 

問い合せ 
苦情解決制度関連    17 1 18 (15) 

その他 65 12  4  81 (42) 

小    計 65 12 0 21 1 99 (57) 

合     計 
103 

(82) 

62 

(36) 

1 

(0) 

25 

(20) 

3 

(10) 

194 

(148) 

注：（ ）内は、平成２９年度受付件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申出人別受付状況は、「家族」が最も多く５０件、次いで「利用者」からが３８件と

なっており、当事者やその家族からの申出が約９０％を占めている。苦情相談９５件

のうち、匿名希望は１６件（約１７％）である。 
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図-１ 苦情申出人別受付状況



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 苦情内容は、「サービスの内容（職員の接遇）」に関することが最も多く４５件、次

いで「その他」が１８件、「サービスの内容（質や量）」が１６件である。 

 職員の接遇に関する苦情が、前年度と同様に多くなっている傾向がある。 

 

表３ 苦情内容別、種別ごとの受付状況     （平成 30年 4月～平成 31年 3月） 

            種別 

相談内容 

高齢

者 

障 害 者 
児童 

その

他 
合計 

身体 知的 精神 

苦 

情 

等

相

談 

 

苦

情

内

容 

サービスの内容（職員の接遇） 14  10 16 3 2 45 (40) 

サービスの内容（質や量） 4 4 3 3 1 1 16  (6) 

説明・情報提供 3   2   5 (11) 

利用料 1      1  (2) 

被害・損害 4 2 3    9  (6) 

権利侵害  1     1  (3) 

その他 3  3 8 2 2 18 (23) 

一般相談（福祉サービス以外）        0  (0) 

合   計  
29 

(23) 

7 

(3) 

19 

(25) 

29 

(29) 

6 

(4) 

5 

(7) 

95 

(91) 

注：（ ）内は、平成２９年度受付件数 

 

種別（※どのような申出人か）で

の受付状況は、「精神障害者」と「高

齢者」がともに２９件と最も多く、

「知的障害者」１９件、「身体障害者」

７件と続いている。 

どの種別からも、「サービスの内容

（職員の接遇）」に関する苦情が多く

なっているが、身体障害者に関する

相談については、サービスの内容（量

や質）に関する相談が多かった。 

サービスの内容

（職員の接遇）
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図-２ 苦情内容別受付状況



表４ 苦情解決の状況            (平成 30年 4月～平成 31年 3月) 

月 

苦 情 ・ 一 般 相 談 等 

小計 
その他 

(問い合せ等) 
合計 ① 

助言(傾聴
対応含む) 

② 

当事者間 

③ 

専門機関
紹介等
（行政伝
達含む） 

④ 
その他 

⑤ 
施設に対
する申入
れ調査等 

4 4    13（7） 17 12 29 

5 4      4 8 18 26 

6 1 1 2  5（1） 9 15 24 

7 5  1  4（1） 10 10 20 

8 5    2（1） 7 5 12 

9 5    1（1） 6 9 15 

10 3      1 4 6 10 

11 3  2    3 8 5 13 

12 1    3（2） 4 2 6 

1 3  1  2（1） 6 3 9 

2 2    5（1） 7 3 10 

3 5      4 9 11 20 

計 41 1 6 0 47（15） 95 99 194 

注：（ ）内は、施設等への事情調査件数 

 

 

 ９５件の苦情相談のうち、

「施設に対する申入れ、事情調

査」が４７件、次いで「助言（傾

聴対応含む）」が４１件、「専門

機関紹介等（行政への伝達含む」

が６件となっている。 

 なお、事業所等への事情調査

（訪問）は、１５件実施した。 

 

 



年次別受付状況（平成２６年度～平成３０年度） 

 

 

 



３ 広報・啓発、調査研究活動状況 
（１）山口県福祉サービス運営適正化委員会事業報告書を作成し、社会福祉法人をは

じめとする関係機関・団体に配布した。 

（２）県社協ＨＰにおいて、苦情解決制度や委員会における苦情受付状況に関する情

報提供を行った。 

（３）巡回訪問の実施（１７箇所） 

   事業所段階における苦情解決体制の整備状況及び苦情への対応状況を把握し、

苦情解決制度の効果的な運用を促進することを目的に巡回訪問を実施した。 

   市町社会福祉協議会（９箇所）については、現地調査時に実施した。 

 ［訪問事業所］（８箇所） 
 

市町名 施 設 名 施 設 種 別 訪 問 日 

周南市 
特別養護老人ホーム 

天王園 
特別養護老人ホーム ４月１８日(水) 

山陽 

小野田市 
目出ホーム 共同生活援助 ８月 ３日(金) 

山陽 

小野田市 

就労継続支援 B型事業所 

いちご 
就労継続支援事業（Ｂ型） ８月２０日(月) 

下関市 むく 放課後等デイサービス ８月２０日(月) 

山口市 山口市阿東老人ホーム 養護老人ホーム １１月 ７日(水) 

山口市 ウッド・ムーン 生活介護 １２月 ５日(水) 

美祢市 
デイサービスセンター 

ありがとう 
通所介護 １２月１２日(水) 

長門市 結デイサービス 通所介護 １２月２０日(木) 

 

 ［巡回訪問結果］ 

  ア 苦情解決体制整備状況について 

・苦情解決責任者及び苦情受付担当者は、全ての事業所で設置されていた。 

  イ 第三者委員について 

   ・第三者委員を設置している場合、第三者委員を複数名設置している施設が多

数だった。 

   ・第三者委員が法人の理事である場合も見受けられた。 

  ウ 第三者委員の具体的活動について 

   ・行事に参加してもらい、利用者や利用者の家族と接点をもっている。 

   ・必要に応じて相談できる体制を作っている。 

   ・随時メールにて相談する体制を作っている。 

  エ 苦情解決制度の周知について 

  （ア）利用者、家族に対して 



    ・家族会で周知を図っている。 

    ・掲示板に苦情解決に関する資料を掲示している。 

    ・重要事項説明書等に明記・説明する。 

    ・個別支援計画の作成時に、適時伝えるようにしている。 

  （イ）職員に対して 

    ・会議、回覧等で職員間の共有を図っている。 

    ・職員研修会で周知を図っている。 

  オ 苦情や要望を取り入れるための工夫 

   ・家族会や保護者会において、苦情の受付体制の説明を行って 

いる。 

   ・意見箱を事業所内に設置している。 

   ・認知症カフェを開き、利用者の家族から相談を受ける場を設けている。 

   ・事業所内において、苦情の相談窓口、第三者委員の連絡先等を掲示し周知し

ている。 

   ・日々のコミュニケーションの中から、苦情や要望をキャッチするようにして

いる。 

   ・保護者等家族と連絡帳を作成しやり取りをしている。 

  カ 苦情への対応 

   ・対応した苦情については、第三者委員へ報告を行う。 

   ・苦情の内容によっては、対応結果を利用者へ公表する。 

   ・職員会議等により、苦情の内容や対応等について、職員間で共有する。 

   ・苦情受付専用のファイルで記録を残す。 

  キ その他（質問等） 

   ・職員の入れ替わりがあるが、職員全員で苦情に関する理解と意識を持って

おくべきである。 

   ・苦情については、自己防衛に走らないように、うそがないようにすること

が重要である。そのため、記録は重要視している。 

  



４ 研修会活動状況 
（１）福祉サービス苦情解決制度研修会 

   事業所に日々寄せられる苦情は複雑・多様化しており、苦情解決責任者は、そ

の苦情を適切に解決するため、また、申出人に満足していただくために積極的な

対応が求められる。 

   そのため、複雑・多様化する苦情に対し、苦情解決責任者としてどの様な対応

を行うことが重要かということ、また、視野に入れておくべきリスクマネジメン

トについて学ぶことを目標に研修会を開催した。 

 

  ○ 日 時  平成３１年２月２０日（水） 午後１時から午後４時まで 

  ○ 場 所  山口県セミナーパーク 講堂 

  ○ 参加者  ２５６人 

  ○ 内 容  「福祉サービス苦情解決制度研修会」抄録を参照 

 

（２）研修会への講師派遣 

  ア 介護労働講習（介護労働安定センター山口支部）  １１月 ６日 山口市 

  イ 柳井市・大島郡・熊毛郡通所介護事業所意見交換会  ２月１３日 柳井市 

  ウ 山口市社会福祉協議会職員研修会          ３月 ４日 山口市 

                             ３月 ６日 山口市 

 

（３）会議・研修会への参加 

 〔県外〕 

  ア 運営適正化委員会事業研究協議会（事務局長対象）  ７月１８日 東京都 

  イ 運営適正化委員会相談員研修会（相談員対象） 

 １０月３０日～３１日 東京都 

  ウ 中国・四国ブロック運営適正化委員会事務局長会議 

 １２月 ６日 徳島県 

 

 〔県内〕 

  ア 市町等介護保険苦情処理業務担当者研修会       １１月２９日 山口市 


